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(57)【要約】
　弾性画像の画質を適切に、かつ高い信頼性及び確実性
で弾性画像の画質を評価するために、被検体との間で超
音波を送受するプローブ12と、プローブ12で受信した超
音波に基づいて弾性情報を演算する弾性情報演算部32と
、弾性情報に基づいて弾性画像を生成する弾性画像構成
部34と、弾性画像を表示する画像表示器(ディスプレイ)
26とを備えてなる超音波診断装置であって、弾性情報の
変動サイクルを検出し、変動サイクルの所定区間ごとの
前記弾性情報の変動パターンを求め、前記変動パターン
に基づいて弾性画像の安定度を評価する弾性画像評価部
40を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体との間で超音波を送受するプローブと、該プローブで受信した超音波に基づいて
弾性情報を演算する弾性情報演算部と、前記弾性情報に基づいて弾性画像を生成する弾性
画像構成部と、前記弾性画像を表示するディスプレイとを備えてなる超音波診断装置であ
って、
　前記弾性情報の変動サイクルを検出し、該変動サイクルの所定区間ごとの前記弾性情報
の変動パターンを求め、前記変動パターンに基づいて前記弾性画像の安定度を評価する弾
性画像評価部を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項1に記載の超音波診断装置において、
前記弾性画像評価部は、前記変動サイクルの前記安定度が高い所定区間において画質が高
いと評価された前記弾性画像をディスプレイに表示させることを特徴とする超音波診断装
置。
【請求項３】
　請求項1に記載の超音波診断装置において、
　前記弾性画像評価部は、さらに、前記安定度が高い所定区間において前記弾性画像に含
まれるノイズ領域の割合を求め、最もノイズ領域の割合が小さい前記弾性画像をディスプ
レイに表示させることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項1に記載の超音波診断装置において、
　前記弾性画像評価部は、前記変動サイクルの所定区間ごとの前記弾性情報の変動パター
ンを求め、一の区間の特徴量と該一の区間よりも先に検出された他の一又は複数の区間の
特徴量との差を求め、該特徴量の差に基づいて前記弾性画像の画質を評価することを特徴
とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項1に記載の超音波診断装置において、
　前記変動サイクルは、前記弾性画像に設定された関心領域における変位と歪みと弾性率
のいずれか1つ平均値の変動であることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項1に記載の超音波診断装置において、
　前記各区間における前記弾性情報の変動パターンは、各区間における前記弾性情報の変
動の平均値と標準偏差のいずれか一方であることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項4に記載の超音波診断装置において、
　前記弾性画像評価部は、前記特徴量の差が予め設定された閾値よりも小さい一の区間を
抽出し、該抽出された一の区間の前記弾性画像の画質が高いと評価することを特徴とする
超音波診断装置。
【請求項８】
　超音波に基づいて演算された弾性情報の変動サイクルを検出し、該変動サイクルの所定
区間ごとの前記弾性情報の変動パターンを求め、前記変動パターンに基づいて前記弾性画
像の安定度を評価することを特徴とする弾性画像の画質評価方法。
【請求項９】
　請求項8に記載の画質評価方法において、
前記変動サイクルの前記安定度が高い所定区間において画質が高いと評価された前記弾性
画像をディスプレイに表示させることを特徴とする弾性画像の画質評価方法。
【請求項１０】
　請求項8に記載の画質評価方法において、
　前記安定度が高い所定区間において前記弾性画像に含まれるノイズ領域の割合を求め、
最もノイズ領域の割合が小さい前記弾性画像をディスプレイに表示させることを特徴とす
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る弾性画像の画質評価方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弾性画像の画質評価方法及びその方法を実施する超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断においては、診断対象である関心部位の腫瘍等を診断するにあたって、腫瘍
等の生体組織の硬さ軟らかさを表す弾性情報(例えば、生体組織の歪み、弾性率等)が重要
な情報になる。弾性画像を取得するには、まず、プローブにより被検体の体表から関心部
位に加える圧迫を周期的に変化させながら、関心部位を含む断層面を超音波ビームで周期
的にスキャンし、スキャン面の生体組織から反射される超音波を受信処理して複数のRF信
号フレームデータを生成する。
【０００３】
　次いで、複数のRF信号フレームデータの中から圧迫力が異なる2つのRF信号フレームデ
ータを選択し、それらの2つのRF信号フレームデータ間における生体組織の変位(変位ベク
トル)を求める。そして、求めた変位の値に基づいて関心部位を含む断層面の各部の生体
組織の硬さ軟らかさを表す弾性情報の分布を求め、弾性情報の分布を画像化した弾性画像
をモニタ等のディスプレイに表示することが行われている。
【０００４】
　モニタ等に表示される弾性画像は、特許文献1に記載されているように、生体組織の歪
みや弾性率に応じて、例えば、赤や青などの色相を付して、主に硬い部位を認識し易く表
示される。これにより、癌などの悪性腫瘍の広がりや大きさを容易に診断できる。
【０００５】
　ところで、検査者の手技によりプローブにより被検体を圧迫する場合、プローブにより
被検体の体表から関心部位に一定の初期圧迫(ゼロを含む)を加えた初期状態から、プロー
ブを関心部位に押し付ける方向に移動させる操作と、関心部位から引き離す方向に移動さ
せる操作を繰り返す。つまり、関心部位に圧迫力を加えた初期状態を基準にして、圧迫力
の増減を繰り返す。この圧迫力の増減操作の過程でRF信号フレームデータを連続的に取得
し、取得時間が異なる、つまり圧迫力が異なる2つのRF信号フレームデータ間における生
体組織の各部の変位を求めている。
【０００６】
　しかし、手技による圧迫力の増減操作においては、プローブの押し引き操作のストロー
クの大きさ、押し引きの速度、押し引きの方向などの圧迫操作が変動するのを避けること
ができない。そのため、連続的に取得される複数枚の弾性画像の中には、適切でない圧迫
操作で取得された画像が混在することになる。
【０００７】
　そこで、弾性画像を観察して診断を行う場合、取得された弾性画像をシネメモリや外部
記憶媒体などのメモリに一旦記憶した後、弾性画像を再生して診断することが一般に行わ
れている。つまり、取得した複数枚の弾性画像をメモリに記憶し、メモリの中の弾性画像
を再生してモニタに一覧表示し、あるいはスクロール表示して、検査者が再生画像を観察
しながら診断に適した弾性画像を選択している。
【０００８】
　しかし、診断に適した弾性画像の選択は、検査者の主観が入ることから、必ずしも客観
的に診断に適した画質の弾性画像が選択される保証はない。また、診断に適した弾性画像
の選択に迷って、再生画像の巻き戻し操作を繰り返し行う場合があり、診断用の弾性画像
の選択に時間がかかってしまう問題がある。
【０００９】
　このような問題に対応するため、特許文献2，3には、弾性情報を取得する過程で得られ
る種々のデータに基づいて、弾性画像に含まれるノイズの度合い求めて、表示する画像を
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選択することが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開2000-60853号公報
【特許文献２】特開2005-118152号公報
【特許文献３】米国特許第6558324号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかし、特許文献2，3に記載された弾性画像の画質評価法によれば、弾性画像の画質を
評価することができるが、弾性画像の画質評価の信頼性及び確実性を向上させる余地があ
る。
【００１２】
　本発明が解決しようとする課題は、弾性画像の画質を適切に、かつ高い信頼性及び確実
性で弾性画像の画質を評価することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の課題を解決するため、本発明の弾性画像の画質評価方法は、プローブから複数の
RF信号フレームデータを取り込み、該複数のRF信号フレームデータに基づいて変位の分布
を表す複数の変位フレームデータを演算し、該複数の変位フレームデータに基づいて弾性
情報の分布を表す複数の弾性フレームデータを演算し、各弾性フレームデータに基づいて
生成される前記スキャン面における複数の弾性画像の画質を評価するにあたり、前記複数
の変位フレームデータの変位又は前記複数の弾性フレームデータの弾性情報のいずれか一
方の変動サイクルを検出し、該変動サイクルの所定区間ごとの前記変位又は前記弾性情報
の変動パターンの特徴量を求め、前記特徴量の変化に基づいて各区間に対応する前記弾性
フレームデータから生成される前記弾性画像の画質を評価することを特徴とする。
【００１４】
　すなわち、プローブにより加えられた圧迫力を手技により周期的に変化させる操作にお
いて、被検体の関心部位に加えられる圧迫力は、プローブの押し引き操作のストロークの
大きさ、押し引きの速度、押し引きの方向などの圧迫操作の変動を避けることができない
。そのため、連続的に取得される複数枚の弾性画像の中には、適切でない圧迫操作で取得
されたノイズの多い弾性画像が混在してしまう。機械的に圧迫力を加える場合においても
、その操作が適切でない場合、同様の問題がある。
【００１５】
　本発明の発明者らの知見によれば、安定して同じような圧迫操作が繰り返し行われてい
る過程で得られる弾性画像は、ノイズが少ない安定した画質を有する傾向にあることがわ
かった。
【００１６】
　そこで、本発明では、複数の変位フレームデータの変位又は複数の弾性フレームデータ
の弾性情報のいずれか一方の変動サイクルを検出する。この変動サイクルは、圧迫操作に
対応したものと解することができる。したがって、検出した複数の変動サイクルのパター
ンが同等で、かつ連続している場合は、繰り返される圧迫操作が安定していることになる
。
【００１７】
　特に、圧迫操作の結果により得られた弾性フレームデータは、直接的に弾性画像の画質
に影響するから、変位フレームデータの変位又は弾性フレームデータの弾性情報の変動パ
ターンに基づいて、圧迫操作の安定性を評価するようにしたことを特徴とする。さらに、
圧迫操作の安定性に加えて、特開2005-118152号公報(特許文献2)に記載のような画質評価
を行って、弾性画像の画質を評価するようにしている。これにより、弾性画像の画質を安
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定的に評価することができ、高い信頼性及び確実性で診断に適した弾性画像を選択するこ
とができる。
【００１８】
　具体的には、前記複数の変位フレームデータの変位又は前記複数の弾性フレームデータ
の弾性情報のいずれか一方の変動サイクルを検出し、該変動サイクルの所定区間(例えば
、半サイクル)ごとの前記変位又は前記弾性情報の変動パターンの特徴量を求め、一の区
間の特徴量と該一の区間よりも先に検出された他の一又は複数の区間の特徴量との差を求
め、該特徴量の差に基づいて弾性画像の画質に影響する圧迫操作の安定性を評価する。つ
まり、前記一の区間に対応する前記弾性フレームデータから生成される前記弾性画像の画
質を評価する。さらに、特開2005－118152号公報(特許文献2)に記載のような画質評価を
行って、弾性画像の画質を評価するようにしている。ここで、半サイクルは、変動サイク
ルの変極点から変極点までの間、あるいは、歪みの変動サイクルの場合は、歪みが0レベ
ルになってから次の0レベルまでの間をいう。
【００１９】
　また、変動サイクルは、複数の変位フレームデータに設定された同一の設定領域又は関
心領域における生体組織の変位の平均値の変動、又は前記複数の弾性フレームデータに設
定された同一の設定領域又は関心領域における生体組織の歪みと弾性率のいずれか1つ平
均値の変動サイクルを適用できる。また、各区間における変位の変動又は弾性情報の変動
パターンの特徴量は、各区間における変位の変動又は弾性情報の変動の平均値、標準偏差
、分散、面積(例えば、積算歪み)のいずれかを用いることができる。
【００２０】
　弾性フレームデータの弾性情報として関心領域における生体組織の歪みの平均値を用い
た場合、歪みの平均値の変動サイクルは、歪み0％を基準として正負に変動する半サイク
ルが連続したものになる。したがって、各区間の歪みの変動の特徴量の差は、特徴量の絶
対値の差とするか、あるいは、特徴量として正負に関わらない統計学的な値を用いる。ま
た、本発明は、弾性値として歪みの平均値に限られるものではなく、関心領域における生
体組織の弾性率(例えば、ヤング率など)の平均値を用いることができる。なお、これらの
統計学的な物理量に代えて、半サイクルの変動パターンが安定していることを表す統計学
的な物理量を用いることができる。
【００２１】
　さらに、変動パターン特徴量の差が予め設定された閾値よりも小さい一の区間を抽出し
、該抽出された一の区間の前記弾性フレームデータに基づいて生成される弾性画像の画質
が高いと評価することができる。この場合、抽出された一の区間の複数の弾性フレームデ
ータに基づいて弾性画像に含まれるノイズ領域の割合を求め、該一の区間における最もノ
イズ領域の割合が小さい前記弾性フレームデータを選択し、該選択した弾性フレームデー
タに対応する弾性画像を評価の根拠となるものとともにディスプレイに表示させることが
できる。ここで、評価の根拠となるものには、例えば、歪みグラフと、圧迫操作の不安定
度グラフ及び評価結果を含めることができる。これにより、安定した圧迫力の弾性画像を
選択することができる。
【００２２】
　さらに、特徴量の差が予め設定された閾値よりも小さい一の区間を抽出し、該抽出され
た一の区間の弾性フレームデータに基づいて生成される弾性画像の画質が高いと評価する
ことが好ましい。これにより、圧迫操作が適切な状態における弾性画像が画質の高い画像
として評価される。
【００２３】
　本発明の弾性画像の画質評価方法を実施する超音波診断装置は、被検体との間で超音波
を送受するプローブと、該プローブを駆動して取得された複数のRF信号フレームデータに
基づいて生体組織の変位の分布を表す複数の変位フレームデータを演算する変位計測部と
、前記変位フレームデータに基づいて弾性情報の分布を表す複数の弾性フレームデータを
演算する弾性情報演算部と、前記弾性フレームデータに基づいて前記スキャン面における
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弾性画像を生成する弾性画像構成部と、該弾性画像を表示するディスプレイとを備えてな
る超音波診断装置を対象とする。
【００２４】
　特に、前記複数の変位フレームデータの変位又は前記複数の弾性フレームデータの弾性
情報のいずれか一方の変動サイクルを検出し、該変動サイクルの所定区間ごとの前記変位
又は前記弾性情報の変動パターンの特徴量を求め、前記特徴量の変化に基づいて前記弾性
画像の画質を評価する弾性画像評価部を備えることを特徴とする。
【００２５】
　又は、これに代えて、前記複数の変位フレームデータの変位又は前記複数の弾性フレー
ムデータの弾性情報のいずれか一方の変動サイクルを検出し、該変動サイクルの所定区間
ごとの前記変位又は前記弾性情報の変動パターンの特徴量を求め、一の区間の特徴量と該
一の区間よりも先に検出された他の一又は複数の区間の特徴量との差を求め、該特徴量の
差に基づいて前記弾性画像の画質を評価する弾性画像評価部を備えることができる。
【００２６】
　これにより、本発明の超音波診断装置によれば、圧迫操作が安定していることを評価し
、弾性画像の画質を安定して評価することができ、高い信頼性及び確実性で診断に適した
弾性画像を選択することができる。また、上述した本発明の弾性画像の画質評価方法に係
る特徴を、全て適用することができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、弾性画像の画質を適切に、かつ高い信頼性及び確実性で弾性画像の画
質を評価することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施例の超音波診断装置のブロック構成図
【図２】本発明の実施例1を説明するための圧迫操作の一例及びその圧迫操作に対応する
歪みの変動サイクルの一例を示すグラフ
【図３】本発明の一実施例の弾性画像の画質評価方法を説明する図
【図４】本発明の一実施例の弾性画像の画質評価方法の手順を示すフローチャート
【図５】本発明の一実施例の変動パターンの特徴量の一例である標準偏差の求め方を説明
する図
【図６】本発明の一実施例の弾性画像の画質評価方法を適用して得られる弾性画像の例と
、弾性画像の画質評価に関する情報の表示例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明の弾性画像の画質評価方法を実施する超音波診断装置の一実施の形態は、図1の
ブロック図に示すように構成されている。
【００３０】
　図示のように、超音波診断装置は、被検体10に当接させて用いられる超音波探触子であ
るプローブ12を備えている。プローブ12は、複数の振動子を配列して形成されており、被
検体10との間で超音波を送受するものである。プローブ12は、送信部14から周期的に出力
される超音波により駆動される。
【００３１】
　送信部14は、プローブ12を駆動して超音波を発生させるための送波パルスを生成すると
ともに、送信される超音波の収束点をある深さに設定する機能を有している。これにより
、プローブ12から被検体10のスキャン面に周期的に超音波ビームをスキャンするようにな
っている。被検体10のスキャン面の生体組織から反射してプローブ12で受信されるRF信号
は、受信部16により所定のゲインで増幅して処理され、整相加算部18において整相加算さ
れてRF信号フレームデータが生成される。整相加算部18から出力されるRF信号フレームデ
ータは、断層画像構成部20とRF信号フレームデータ選択部28に入力される。
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【００３２】
　断層画像構成部20は、入力されるRF信号フレームデータにゲイン補正、ログ圧縮、検波
、輪郭強調、フィルタ処理等の信号処理を行って、スキャン面の濃淡断層画像例えば白黒
断層画像を構成して白黒スキャンコンバータ22に出力する。白黒スキャンコンバータ22は
、入力される断層画像データをデジタル信号に変換するA/D変換器と、変換された複数の
断層画像データを時系列に記憶するフレームメモリと、制御コントローラを含んで構成さ
れている。
【００３３】
　また、白黒スキャンコンバータ22は、フレームメモリに格納された断層画像のフレーム
データを1画像として取得し、取得された断層画像のフレームデータをテレビ同期で読み
出し、ディスプレイである画像表示器26の表示方式に合うように変換する。
【００３４】
　RF信号フレームデータ選択部28は、整相加算部18から連続的に出力される複数のRF信号
フレームデータを順次記憶し、図示していない超音波診断装置の制御部から入力される指
令に従って、取得時間が異なる、つまり圧迫力が異なる2つのRF信号フレームデータを選
択して変位計測部30に出力する。具体的には、RF信号フレームデータ選択部28は、記憶し
たRF信号フレームデータ群から第1のデータとしてRF信号フレームデータ(N)を選択すると
同時に、時間的に過去に記憶されたRF信号フレームデータ群(N-1、N-2、N-3…N―M)の中
から1つのRF信号フレームデータ(X)を選択する。なお、ここでN、M、XはRF信号フレーム
データに付されたインデックス番号であり、自然数とする。
【００３５】
　変位計測部30は、選択された1組のデータすなわちRF信号フレームデータ(N)及びRF信号
フレームデータ(X)から、1次元或いは2次元相関処理を行って、被検体10の生体組織の各
部の圧迫力の違いによる変位や移動ベクトルすなわち変位の方向と大きさに関する1次元
又は2次元変位分布を求める。そして、各部の変位の分布を表す変位フレームデータを生
成して弾性情報演算部32に出力する。ここで、移動ベクトルの検出にはブロックマッチン
グ法を用いる。ブロックマッチング法とは、画像を例えばN×N画素からなるブロックに分
け、関心領域内のブロックに着目し、着目しているブロックに最も近似しているブロック
を前のフレームから探し、これを参照して予測符号化すなわち差分により標本値を決定す
る処理を行うものである。
【００３６】
　弾性情報演算部32は、変位計測部30から出力される変位フレームデータに基づいて、ス
キャン面の生体組織の各部の硬さ軟らかさを表す弾性情報(歪み又は弾性率)の分布を表す
複数の弾性フレームデータを演算により生成し、弾性画像構成部34に出力する。
【００３７】
　つまり、弾性情報演算部32は、変位計測部30から出力される変位フレームデータに基づ
いて、例えば移動ベクトルに基づいて断層画像上の各点に対応する生体組織の歪みを演算
し、求めた歪みの分布を表す弾性フレームデータを生成する。歪みのデータは、生体組織
の移動量例えば変位を空間微分することによって算出される。
【００３８】
　また、弾性情報演算部32は、歪みのデータに基づいて弾性率の分布を表す弾性フレーム
データを生成することができるようになっている。この場合は、図1に示す圧力計測部46
が必要になる。圧力計測部46は、例えば、プローブ12と被検体10との間に介在させた圧力
センサにより検出される圧力検出値を用いて、スキャン面の各部の圧力を計測するように
なっている。そして、弾性情報演算部32は、圧力計測部46から出力される圧力の変化を、
歪みの変化で除することによって計算される。
【００３９】
　例えば、変位計測部30により計測された変位をL(X)、圧力計測部46により計測された圧
力をP(X)とすると、歪みΔS(X)は、L(X)を空間微分することによって算出することができ
る。つまり、ΔS(X)＝ΔL(X)／ΔXという式を用いて求められる。また、弾性率データの
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ヤング率Ym(X)は、Ym＝(ΔP(X))／ΔS(X)という式によって算出される。このヤング率Ym
から断層画像の各点に対応する生体組織の弾性率が求められる。
【００４０】
　なお、ヤング率とは、物体に加えられた単純引張り応力と、引張りに平行に生じるひず
みに対する比である。このようにして、弾性情報演算部32は、弾性情報である歪み又は弾
性率の2次元分布である弾性フレームデータを連続的に得ることができる。
【００４１】
　弾性画像構成部34は、フレームメモリと画像処理部とを含んで構成されており、弾性情
報演算部32から時系列に出力される弾性フレームデータをフレームメモリに確保し、確保
された弾性フレームデータに対し画像処理を行って、スキャン面における弾性画像データ
を生成してカラースキャンコンバータ36に出力する。カラースキャンコンバータ36は、入
力される弾性画像データの弾性情報の値に応じた色相を付したカラー弾性画像を構成する
。
【００４２】
　つまり、弾性フレームデータに基づいて光の3原色すなわち赤(R)、緑(G)、青(B)に変換
するとともに、カラー弾性画像を画像表示器26の表示方式に合うように変換する。例えば
、歪みが大きい弾性情報を赤色コードに変換すると同時に、歪みが小さい弾性データを青
色コードに変換する。
【００４３】
　切替加算部24は、フレームメモリと、画像処理部と、画像選択部とを備えて構成されて
いる。フレームメモリは、白黒スキャンコンバータ22からの断層画像データとカラースキ
ャンコンバータ36からのカラー弾性画像データとを格納するものである。また、画像処理
部は、図示されていない超音波診断装置の制御部からの指令に応じて、フレームメモリに
確保された断層画像データとカラー弾性画像データに基づいて、それらの画像を重ね合わ
せた合成画像、あるいは並列に表示させる合成画像、または重ね合わせた合成画像の合成
割合を変更して合成する。合成画像の各画素の輝度情報及び色相情報は、白黒断層画像と
カラー弾性画像の各情報を合成割合で加算したものとなる。
【００４４】
　また、画像選択部は、フレームメモリ内の断層画像データと弾性画像データ及び画像処
理部の合成画像データのうちから画像表示器26に表示する画像を選択して、合成画像を画
像表示器26に表示させるようになっている。
【００４５】
　ここで、本実施の形態の超音波診断装置の特徴部に係る構成について説明する。本実施
の形態の特徴は、弾性画像評価部40と、インターフェイス部42と、弾性画像制御部44を備
えていることにある。弾性画像評価部40は、変位計測部30から出力される変位フレームデ
ータ又は弾性情報演算部32から出力される弾性フレームデータに基づいて、弾性画像の画
質を評価するようになっている。弾性画像制御部44は、インターフェイス部42から入力さ
れる指令に基づいて、弾性画像評価部40と弾性画像構成部34とカラースキャンコンバータ
36を制御するようになっている。
【００４６】
　弾性画像評価部40は、変位計測部30から出力される変位フレームデータ又は弾性情報演
算部32から出力される弾性フレームデータのいずれか一方を連続して取り込み、変位又は
弾性情報の変動サイクルを検出する。そして、変動サイクルの各半サイクルを区間として
、各区間における変位又は弾性情報の変動パターンの特徴量を求める。次いで、一の区間
の特徴量と該一の区間よりも先に検出された他の一又は複数の区間の特徴量との差を求め
、その特徴量の差と、特開2005-118152号公報の画質評価とに基づいて一の区間の弾性フ
レームデータから生成される弾性画像の画質が高いか否かを評価するようになっている。
要するに、弾性画像評価部40は、変位又は弾性情報のいずれか一方の変動サイクルを検出
し、変動サイクルの半サイクルの区間ごとの変位又は弾性情報の変動パターンの特徴量を
求め、複数の区間の特徴量の変化に基づいて、つまり特徴量の変化の安定度に基づいて、
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各区間に対応する弾性フレームデータから生成される前記弾性画像の画質が高いか否かを
評価するようになっている。
【００４７】
　すなわち、弾性画像を取得する場合、プローブ12により被検体10の体表から関心部位に
一定の初期圧迫(ゼロを含む)を加えた初期状態から、プローブ12を関心部位に押し付ける
方向に移動させる操作と、関心部位から引き離す方向に移動させる操作が繰り返えされる
。つまり、関心部位に圧迫力を加えた初期状態を基準にして、圧迫力の増加と圧迫力の減
少が繰り返えされる。プローブ12により被検体10の関心部位に圧迫力を加える操作は、プ
ローブ12の押し引き操作のストロークの大きさ、押し引きの速度、押し引きの方向などに
依存して変動する。したがって、連続的に取得される複数枚の弾性画像の中には、適切で
ない圧迫操作で取得されたノイズの多い弾性画像が混在してしまうことになる。
【００４８】
　本実施の形態は、弾性画像評価部40において、圧迫操作の安定性、すなわち所定区間に
おける弾性画像の安定度を評価するとともに、弾性画像の画質を適切に、かつ高い信頼性
及び確実性で診断に適した弾性画像を評価するようにしている。以下、弾性画像評価部40
における弾性画像の画質評価方法について、実施例に分けて説明する。
【実施例１】
【００４９】
　図2に、実施例1を説明するための圧迫操作の一例及びその圧迫操作に対応する歪みの変
動サイクルの一例のグラフを示す。同図(a)はプローブ12による圧迫操作時の位置の変化
である動きの時間変化を示している。同図に示すように、プローブ12は、例えば手技によ
り被検体10に対して押し付けと、引き離しの操作を繰り返し行われる。図示の同一のスト
ロークで、比較的理想的な正弦波状の圧迫操作の例であり、上部の極大点がプローブ12を
引ききった時相で、下部の極小点がプローブ12を押しきった時相である。
【００５０】
　この例では、プローブ12を引ききった位置は、被検体10の体表位置を初期状態(圧迫力
＝0)としているが、本発明はこれに限らず、プローブ12により被検体10に一定の初期圧迫
を加えた位置(例えば、2～10％歪ませた位置)を初期状態とすることができる。このよう
なプローブ12の動きに対応して、圧迫力が加えられる被検体10の関心部位の生体組織には
、同図(b)に示すように歪み(％)が発生する。図からわかるように、プローブ12の動きに
対して、歪みの位相は遅れるが、理想的な正弦波状の圧迫操作に対応して、歪みの変動サ
イクルは安定している。
【００５１】
　図3に、プローブ12の動きに起因して、歪みの変動サイクルが安定している場合と、歪
みの変動サイクルが不安定な場合を対比して示す。同図(a)の左側が歪みの変動サイクル
が安定の場合であり、右側が歪みの変動サイクルが不安定の場合である。なお、図におい
て、横軸は時間軸であるが、グラフ上の黒点は、弾性フレームデータのフレームNｏ．に
対応している。つまり、図2のプローブ12の押し引きの各周期の間に、複数枚の弾性フレ
ームデータを取得していることを示している。図3(b)は、歪みの変動サイクルの安定と不
安定に対応させて、後述する不安定度の計算式に従って求めた不安定度グラフである。
同図から、歪みの変動サイクルが正弦波状で安定して連続しているときの不安定度は低く
、歪みの変動サイクルが正弦波状から大きく外れて不安定なパターンが連続しているとき
の不安定度は高いことがわかる。
【００５２】
　また、歪みの変動パターンが正弦波状で安定して連続しているときに得られる弾性画像
は、図3(c)に示すように、ノイズの少ない良質の弾性画像が得られる。一方、歪みの変動
パターンが不安定なときに得られる弾性画像は、図3(d)に示すように、ノイズの占める割
合が大きい質の悪い弾性画像になる。同図(d)において、中央部に均一に表れている領域
は、ノイズが多いために弾性情報演算部32の処理で弾性情報がカットされた領域である。
【００５３】
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　本実施例1においては、被検体との間で超音波を送受するプローブ12と、プローブ12で
受信した超音波に基づいて弾性情報を演算する弾性情報演算部32と、弾性情報に基づいて
弾性画像を生成する弾性画像構成部34と、弾性画像を表示する画像表示器(ディスプレイ)
26とを備えてなる超音波診断装置であって、弾性情報の変動サイクルを検出し、変動サイ
クルの所定区間ごとの前記弾性情報の変動パターンを求め、前記変動パターンに基づいて
弾性画像の安定度を評価する弾性画像評価部40を備える。弾性画像評価部40は、変動サイ
クルの安定度が高い所定区間において画質が高いと評価された弾性画像を画像表示器(デ
ィスプレイ)26に表示させる。弾性画像評価部40は、さらに、安定度が高い所定区間にお
いて弾性画像に含まれるノイズ領域の割合を求め、最もノイズ領域の割合が小さい前記弾
性画像を画像表示器(ディスプレイ)26に表示させる。
【００５４】
　具体的には、図4のフローチャートに示すように、弾性画像評価部40は、上述の原理に
従い、弾性情報演算部32から出力される歪みの弾性フレームデータの変動パターンに基づ
いて、弾性画像の画質に影響する圧迫操作の安定性を評価する第1段階と、さらに従来の
特開2005－118152号公報等に記載された弾性画像の画質を評価する第2段階とを備えて構
成されている。
【００５５】
　図4に示すように、第1段階は、ステップS1、S2を有してなる。第1段階では、連続的に
入力される複数の弾性フレームデータの弾性情報である歪みの変動サイクルを検出し、連
続する変動サイクルの変動パターンが安定しているか否かにより、弾性画像の画質が一定
値以上か否かを評価するようになっている。
【００５６】
　(ステップS1)
　ここでは、まず、歪みの変動サイクルの不安定度を求める。このとき、各弾性フレーム
データに関心領域(ROI)を設定し、ROI内の歪みの平均値を、その弾性フレームデータの歪
みの代表値とする。これにより、図3(a)のような歪みの変動サイクルのグラフが得られる
。本実施例1では、連続する複数の半サイクルの歪みの変動パターンが安定的に変化して
いるか否かで、歪みの安定度もしくは不安定度を求めるようにしている。つまり、図3(a)
の歪みグラフにおいて、歪み0(％)を基準に、変動サイクルの各半サイクルを区間Siとす
る。ここで、iは評価対象と考えている一の区間とし、この一の区間よりも先に検出され
た他の一又は複数の区間はS(i－m)と設定する。ここで、iは自然数、mは1，2，・・・，N
の自然数である。
【００５７】
　次に、半サイクルの歪みの変動又は変動パターンの特徴量として、本実施例では、図5
に示す歪みの半サイクルの標準偏差を用いる。図5において、区間Siの弾性フレーム数がk
であったとする。それぞれの弾性フレームデータの歪みがεjとすると、区間Siの歪みの
平均値εmeanは、次式(1)で表せるから、区間Si内の歪みの標準偏差σiは、次式(2)で表
せる。
【００５８】
　　εmean＝1／k・Σεj　　　　　　　　(1)
　　σi＝√{1／k・Σ(εj－εmean)2}　(2)
　このようにして、区間Siよりも先に検出された他の一又は複数の区間S(i－m)の歪みの
標準偏差σ(i－m)を求める。そして、区間Siの歪みの標準偏差σiと、他の一又は複数の
区間S(i－m)の歪みの標準偏差σ(i－m)との差を求める。さらに、区間Siを基準に遡って
標準偏差σ(i－m)の差を求める区間数をNとしたとき、区間Siの圧迫の不安定度を、次式(
3)で表す。
【００５９】
　　区間Siの不安定度＝1／N・Σ(σi－σ(i－m))　　　(3)
　式(3)において、遡る区間数Nを多くすると、評価対象の区間Siと他の区間S(i－m)との
不安定度の差が小さくなるので好ましくない。そこで、Nは例えば3～5程度が好ましい。
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【００６０】
　次に、求めた区間Siの不安定度と、予め定めた一定値とを比較して、一定値以下の場合
は、同区間Siに対応する弾性フレームデータの歪みの分布により生成される弾性画像の画
質は高いと評価する。そして、不安定度が一定値以下の区間を順次抽出する。
【００６１】
　(ステップS2)
　ステップS2では、抽出された不安定度が一定値以下の複数の区間の中で、手技による圧
迫操作の不安定度が最も低い区間を選択する。
【００６２】
　(ステップS3)
　ステップS3は、第2段階の画質の評価である。つまり、手技による圧迫操作の不安定度
が最も低い区間であっても、図3(a)に示したように、歪みεが0％に近い場合等の弾性フ
レームデータでは、必ずしも画質の良い弾性画像とはならない。そこで、弾性画像評価部
40は、弾性画像の画質が高いと評価された区間Siの弾性フレームデータに基づいて、特開
2005－118152号公報に記載されている弾性画像の画質評価方法を適用して、区間Siの弾性
フレームデータの中から、例えば画質の良いものを選択するようにしている。一例を説明
すると、弾性フレームデータの全領域又は関心領域の画素データXi,j (i＝1，2，3，・・
・，N、j＝1，2，3，・・・M)について次のように画質を評価する。評価対象の画素位置
を中心にして、例えば3×5画素のサイズのカーネルを設定し、このカーネル内に分布する
計15個の画素データ群を母集団とし、母集団の統計的特徴量として、弾性値の例えば平均
又は標準偏差を画質評価値として求める。そして、弾性フレームデータの全領域又は関心
領域の画素データXi,jについて、それぞれ画質評価値を求めて画質フレームデータを作成
する。この画質フレームデータは、カーネルサイズの母集団に対する評価対象の画素の弾
性値のバラツキを示したデータとなる。
【００６３】
　したがって、画質評価値がある閾値よりも小さい評価対象の画素があっても、全領域又
は関心領域に占める割合が小さいときは、弾性画像の画質が良いと評価することができる
。
【００６４】
　そこで、ステップS3では、例えば、弾性フレームデータの全領域又は関心領域(ROI)内
の各計測点(画素)の歪みが、カーネル内の平均又は標準偏差の歪みと比較して第1の閾値
よりも小さい画素を求める。そして、第1の閾値よりも小さい画素が全領域又はROIに占め
る割合を求める。この割合が大きいときは、弾性画像の画質が悪いと判断して、その弾性
画像を選択から排除する。さらに、選択から排除されなかった弾性フレームデータであっ
ても、全領域又はROIをみて、圧迫の方向と逆の方向に歪みを生じている領域がある場合
は、その領域が全領域又はROIに占める割合が第2の閾値より大きいときは、弾性画像の画
質が悪いと判断して、その弾性画像を選択から排除する。このようにして、圧迫操作の安
定度が高く、弾性画像の画質が高いと評価された区間Siの弾性フレームデータを、さらに
他の画質評価基準に照らして評価し、その評価が最も高い弾性フレームデータに対応する
弾性画像を選択するようにしている。そして、選択された弾性画像を画像表示器26に自動
的に表示させることにより、検査者は診断に適した弾性画像を容易に、かつ速やかに得る
ことができる。
【００６５】
　本実施例1の弾性画像の画質評価方法により得られる弾性画像の表示例を図6に示す。
【００６６】
　図示のように、画質の良い弾性画像と、その評価が表示されるとともに、その評価の根
拠である図3と同様の歪みの変動サイクルを示す歪みグラフと、これに対応する不安定度
グラフが並べて表示される。特に、それらのグラフに表示される時相バーを時間軸方向に
移動させることにより、その時相における弾性画像とその評価が表示されるようになって
いる。
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　以上説明したように、本実施例1によれば、圧迫操作の結果により得られた弾性フレー
ムデータの弾性情報の変動パターンの特徴量の変化に基づいて、圧迫操作の安定性を評価
するようにしているから、診断に適した弾性画像の画質を安定して評価することができ、
高い信頼性及び確実性で診断に適した弾性画像を選択することができる。なお、弾性画像
評価部40をコンピュータにより構成し、コンピュータをプログラムにより作動させて、弾
性画像の画質評価方法を実施させるようにすることができる。
【００６８】
　実施例1では、各区間における歪みの変動パターンの特徴量として、標準偏差を用いた
が、本発明はこれに限らず、各区間における歪みの変動パターンの平均値、又は変動パタ
ーンの面積、又は分散を用いることができる。また、弾性フレームデータの弾性情報とし
て歪みを用いる例を説明したが、これに代えて、弾性率を用いることができ、同一の効果
を得ることができる。
【実施例２】
【００６９】
　実施例1では、弾性フレームデータの弾性情報の変動サイクルのパターンを用いて、圧
迫操作が安定しているか否かにより、弾性画像の画質を評価する方法を説明した。実施例
1では弾性画像の画質に直接関係する弾性情報の変動パターンにより評価しているから、
評価の精度及び信頼性は高い。しかし、本発明はこれに代えて、圧迫操作の動きを変位計
測部30で計測される変位フレームデータの変動パターンを用い手圧迫操作が安定している
か否かを評価することができる。
【実施例３】
【００７０】
　また、実施例1のステップS3では、弾性フレームデータの全領域又は関心領域(ROI)内の
各計測点(ピクセル)の歪みεが第1の閾値よりも小さい領域が全領域又はROIに占める割合
を求め、その割合に応じて弾性画像の画質を評価することを説明した。しかし、本発明は
これに代えて、各計測点(ピクセル)の弾性率を用いて同様の処理をして、弾性画像の画質
を評価することができる。また、変位フレームデータの全領域又は関心領域内の各計測点
の変位が、ある閾値よりも小さい領域が全領域又はROIに占める割合を求め、その割合に
応じて弾性画像の画質を評価することができる。さらに、弾性画像評価部40は、RF信号フ
レームデータ選択部28の出力である2つのRF信号フレームデータを取り込み、弾性画像の
画質を評価できるようになっている。
【実施例４】
【００７１】
　上述した各実施例1～3で得られた評価の高い画質を有する弾性画像を、シネメモリなど
のメモリに記憶させることができる。これにより、メモリ内に記憶された画質の高い弾性
画像を再生して、適切な診断を行うことができる。
【符号の説明】
【００７２】
　10　被検体、12　超音波探触子、14　送信部、16　受信部、17　超音波送受信制御部、
18　整相加算部、20　断層画像構成部、22　白黒スキャンコンバータ、24　切替加算部、
26　画像表示器、28　RF信号フレームデータ選択部、30　変位計測部、32　弾性情報演算
部、34　弾性画像構成部、36　カラースキャンコンバータ、40　弾性画像評価部、42　イ
ンターフェイス、44　弾性画像制御部、46　圧力計測部
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